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季
節
ご
と
に
変
わ
る
加
治
川
の
水
量
と

内
の
倉
ダ
ム

地
区
内
の
農
業
用
水
の
ほ
と
ん
ど
は
、

加
治
川
か
ら
取
水
さ
れ
農
地
へ
と
送
ら

れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
加
治
川
の
水
は
、
春
先

の
雪
ど
け
時
や
梅
雨
時
の
よ
う
に
水
が

豊
富
な
時
期
も
あ
れ
ば
、
夏
頃
の
よ
う

に
水
が
少
な
く
な
る
時
期
も
あ
り
ま
す
。

加
治
川
の
水
が
不
足
す
る
際
に
使
わ

れ
る
水
が
内
の
倉
ダ
ム
の
貯
水
。

約

40
年
間
、
新
発
田
市
か
ら
聖
籠
町
、
新

潟
市
北
区
に
至
る
地
域
の
農
業
を
支
え

て
き
ま
し
た
。

稲
の
中
生
品
種
の
普
及
と
用
水
の
不
足

し
か
し
、
内
の
倉
ダ
ム
の
貯
水
を

使
っ
て
も
、
夏
場
の
渇
水
時
に
は
水
が

足
り
な
い
状
況
が
現
在
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
要
因
が
稲
の
作
付
品
種
の
変
化
で

す
。
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松岡ため池着工

平成29年度工事の

予定と状況

農業用水の

断水について

（第１頭首工関係）

ため池ワークショップの様子

松岡集落の皆様の寛大なご理解とご協力により、地区全体の悲願である水源の追加が
可能となりました。改めて感謝申し上げます。



松
岡
た
め
池
の
果
た
す
役
割
と
は

After（イメージ）

た
め
池
で
新
た
な
貯
水
量
を
確
保

夏
場
か
ら
秋
口
の
農
業
用
水
の
不
足
に

対
応
す
る
た
め
の
新
た
な
貯
水
施
設
と
し

て
計
画
さ
れ
た
の
が
、
松
岡
た
め
池
で
す
。

内
の
倉
ダ
ム
を
初
め
と
す
る
農
業
用
の

貯
水
施
設
は
、
10
年
に
１
回
の
渇
水
に
対

応
で
き
る
規
模
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

松
岡
た
め
池
は
、
33
万
ト
ン
（
縦
25
ｍ
、

幅
10
ｍ
、
深
さ
１
ｍ
の
プ
ー
ル
約
１
，
３

２
０
個
分
）
の
容
量
を
持
つ
よ
う
設
計
さ

れ
て
お
り
、
内
の
倉
ダ
ム
１
，
６
９
０
万

ト
ン
と
合
せ
て
、
地
区
内
で
の
農
業
用
水

の
水
源
と
し
て
利
用
さ
れ
る
予
定
で
す
。

工事のスケジュール（予定）

＜平成29年度＞
準備、掘削工事
取水、放流施設工事 等

＜平成30年度＞
掘削工事
流入施設工事、堤体盛土工事 等

＜平成31年度＞
掘削工事
堤体盛土工事 等

＜平成32年度＞
周辺整備
試験湛水 等

※上記は天候や地質などの現場状況によ
り変更が生じる場合があります。

工
事
の
概
要

所 在 地 新潟県新発田市松岡

目 的 かんがい用水

満水面積 6.29ha

有効貯水容量 330,000m3

総貯水容量 335,000m3

型 式 表面遮水型

堤 高 10.7ｍ

堤 頂 長 640.0ｍ

堤 頂 幅 4.5ｍ

堤体天端標高 EL. 44.0ｍ

受注業者：大成建設株式会社

40
年
前
に
は
早
生
品
種
が
多
く
栽
培
さ

れ
て
い
た
こ
の
地
域
で
も
、
今
で
は
、

殆
ど
が
コ
シ
ヒ
カ
リ
に
代
表
さ
れ
る
中

生
品
種
で
す
。

こ
の
早
生
か
ら
中
生
に
変
わ
っ
た
こ

と
で
、
夏
場
か
ら
秋
口
の
加
治
川
の
水

が
少
な
い
時
期
に
多
く
の
農
業
用
水
が

必
要
と
な
り
ま
し
た
。

限
り
あ
る
用
水
を
有
効
に

松
岡
た
め
池
の
整
備
で
、
地

区
内
の
水
源
は
こ
れ
ま
で
よ
り

も
豊
富
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
地
区
内
の
隅
々
に

用
水
を
行
き
渡
ら
せ
る
に
は
用

水
の
無
駄
遣
を
無
く
す
努
力
を

続
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

加
治
川
と
内
の
倉
ダ
ム
、
そ

し
て
将
来
新
た
に
加
わ
る
松
岡

た
め
池
の
水
、
こ
れ
ら
の
水
源

を
地
域
内
で
公
平
か
つ
効
率
よ

く
配
分
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
か

ら
も
北
蒲
原
平
野
に
農
業
用
水

が
安
定
的
に
供
給
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

農
業
に
は
欠
か
す
こ
と
の
出

来
な
い
用
水
の
供
給
を
通
じ
て
、

良
質
米
の
産
地
と
し
て
発
展
し

て
き
た
当
地
の
農
業
、
そ
し
て

将
来
に
向
け
た
様
々
な
取
り
組

み
が
今
後
と
も
続
け
ら
れ
て
い

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。



特集

新
た
な
用
水
配
分
の
仕
組
み
に
向
け
て

水
利
権
の
変
更

加
治
川
か
ら
農
業
用
に
取
水
さ
れ
る
用
水
は
、

「
水
利
権
」
に
基
づ
き
取
水
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
水
利
権
は
河
川
法
に
基
づ
き
河
川
管
理

者
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
も
の
で
、
取
水
時
期

毎
に
一
定
の
流
量
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
治
川
第
一
頭
首
工
及
び
第
二
頭
首
工
か
ら

取
水
さ
れ
る
農
業
用
水
の
量
は
こ
の
水
利
権
に

基
づ
く
水
量
で
す
が
、
現
在
、
こ
の
権
利
量
に

つ
い
て
見
直
し
作
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
見
直
し
作
業
で
は
、
ほ
場
整
備
に
よ
っ

て
水
田
か
ら
地
下
へ
浸
透
す
る
量
の
変
化
や
農

地
転
用
に
よ
っ
て
農
地
が
減
少
し
た
量
な
ど
を

元
に
必
要
水
量
が
計
算
さ
れ
ま
す
が
、
多
く
の

地
域
で
は
、
農
地
面
積
が
減
少
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
将
来
、
許
可
さ
れ
る
水
利
権
の
水
量
は

減
少
す
る
見
込
で
す
。

こ
れ
か
ら
農
業
用
水
に
生
じ
る
変
化

こ
れ
ま
で
の
水
づ
か
い

現
在
、
加
治
川
第
一
頭
首
工
と
第
二
頭
首
工

と
の
間
で
は
、
例
年
6
月
頃
よ
り
輪
番
制
に
よ

る
取
水
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

この数十年間の農地転用を受けて、農業用水の水利権許可量は今後減少する見込み。

（写真右）→

ポンプ機場から排水路へ放出
される用水：

朝方のピーク時に合せてポン
プが動いているためピーク時
過ぎるとくみ上げ量に余りが生
じ、無効に放流されている。

用
水
不
足
の
要
因

一
．
水
源
の
不
足
（
稲
の
作
付
品
種
の
変
化
）

前
頁
で
触
れ
た
よ
う
に
、
加
治
川
流
域
で
は
、

早
生
品
種
か
ら
コ
シ
ヒ
カ
リ
な
ど
の
中
生
品
種

へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、
加
治
川
に
水
が
無
い
時

期
に
、
よ
り
多
く
の
用
水
が
必
要
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

内
の
倉
ダ
ム
の
貯
水
量
は
、
40
年
前
に
早
生

品
種
を
前
提
に
計
算
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
用

水
需
要
に
対
し
て
は
貯
水
量
が
十
分
で
は
な
い

状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

二
．
用
水
の
配
分
方
法
の
問
題

水
源
そ
の
も
の
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
理

由
の
ほ
か
に
、
輪
番
制
に
よ
り
節
水
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
別
の
理
由
が
、
限
ら
れ
た
資

源
で
あ
る
農
業
用
水
の
分
け
方
の
問
題
で
す
。

さ
ら
に
分
け
る
と
、
次
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

・
利
用
効
率
の
低
さ
（
無
駄
の
存
在
）

・
場
所
ご
と
の
公
平
な
配
分
方
法
の
不
足

ほ
場
単
位
で
の
粗
放
な
水
管
理
の
ほ
か
に
、

農
地
で
の
水
需
要
と
水
を
供
給
す
る
側
で
の
操

作
と
の
間
で
の
ギ
ャ
ッ
プ
な
ど
に
よ
る
無
効
放

流
、
地
域
内
で
の
公
平
な
水
配
分
の
仕
組
み
の

不
足
な
ど
に
よ
り
、
本
来
足
り
る
は
ず
の
水
で

あ
っ
て
も
、
場
所
に
よ
り
不
足
が
生
じ
る
ケ
ー

ス
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
取
水
方
法
は
、
農
業
用
水
の
節
水
手
段

と
し
て
は
有
効
な
手
段
で
、
加
治
川
の
輪
番
制

が
し
ば
し
ば
優
良
事
例
と
し
て
他
地
域
に
お
い

て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
一
方
で
は
、
フ
ェ
ー
ン
現
象
な
ど
へ

の
対
応
の
た
め
、
農
業
用
水
を
必
要
な
時
に
利

用
し
た
い
と
い
う
声
も
存
在
し
て
お
り
、
こ
う

い
っ
た
課
題
の
解
決
に
向
け
た
検
討
が
現
在
、

国
営
事
業
の
中
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

←（写真左）
水量の豊富な排水路：

ほ場に水を乗せる高さを確保
するための「下駄水」や、かけ
流しかんがいなどによって、水
を取りやすい場所では用水が
多く使われる傾向にあり、下流
側などへ水が届きにくい状況
が生まれている。



新
た
な
用
水
配
分
に
向
け
た
取
り
組
み

地
区
内
の
農
業
用
水
の
使
い
勝
手
を
よ
り
良

く
す
る
た
め
に
は
、
松
岡
た
め
池
の
設
置
の
ほ

か
に
、
こ
れ
ま
で
記
し
た
よ
う
な
各
種
の
課
題

を
解
決
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

ま
ず
課
題
を
正
し
く
認
識
し
、
こ
れ
ま
で
の
取

り
組
み
を
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
す
。

国
営
事
業
所
と
関
係
土
地
改
良
区
で
は
、
平

成
28
年
度
よ
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
じ
て
、

課
題
の
検
証
作
業
と
こ
れ
か
ら
の
対
応
方
策
に

つ
い
て
議
論
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
用
水
不
足
の
原
因
、

施
設
の
維
持
に
か
か
る
現
状
の
課
題
、
用
水
の

公
平
配
分
に
向
け
た
土
地
改
良
区
間
で
の
調
整

方
法
に
関
す
る
基
本
方
針
な
ど
が
取
り
決
め
ら

れ
ま
し
た
。

平
成
29
年
度
は
、
こ
れ
ら
の
結
果
を
も
と
に
、
水
源
利
用
の

ル
ー
ル
づ
く
り
、
管
理
体
制
の
検
討
、
用
水
配
分
の
ル
ー
ル

（
誰
が
い
つ
ど
う
や
っ
て
）
な
ど
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
て
い

く
予
定
で
す
。

水管理システムの整備方針（一部抜粋）

（目的）

用水の利用効率を高めることにより、受益農業者の効用を向上させることを目的
とする。

（議論の前提）
目的達成のため、用水需要に対応した公平な用水配分を行う。

公平な用水配分を行う範囲、ルールの策定については現在検討中である。また、
その実効性を確保するための組織・管理体制のあり方についても検討を行う。

水需要に対し供給量が不足する場合、上下流の土地改良区やブロック間で調整
を行う。それでも調整が困難な場合、連合及び全単区で協議の上頭首工間の番
水も検討する。

用水の利用効率を高めるための方策と望ましい管理体制について、来年度以降
も引き続き議論を継続して行う。

地区内のあらたな用水配分のしくみづくり検討会の様子

平成28年度地区内のあらたな用水配分のしくみづくり検討会で決められた基本方針

他地区での取り組み

これから生じる変化

・・ 水利権の減少（水路内の水が減る）

現状での用水の不足

1. 水源の不足

2. 用水の配分方法の問題
・ 無駄水の存在
（需要と供給のアンバランス、施設の構造、
粗放な水管理等）

・ 地域内での配分のアンバランス
（水が豊富な場所と不足する場所）

これからの当地区で必要な取り組み

1.  水源の追加（松岡ため池の設置）

2. 用水配分のための新たな仕組みづくり

水利権の減量変更が想定されるA地区では、用水の公平配分方法を検討するため、想定される水利権
水量を試験的に通水させる取り組みを実施。
分水工等での分水量を厳密に管理し、末端のほ場に用水を到達させるための検証作業を実施している。



平成29年度工事の予定と実施状況

内の倉ダム

平成28年度は電気設備の更新、表面取水ゲートの調査等を行
いました。
平成29年度秋頃より、表面取水ゲートの補修工事等を行う予定

です。

加治川右岸頭首工

平成31年度までを予定し、本年度夏頃より右岸側の沈砂池等の
工事及び左岸側の工事に着手し、10月以降に河川内での本格的な
改修工事に着手する計画です。
現在、関係集落への説明などを行っています。

加治川第２頭首工

取水堰本体の改修はほぼ終了しております。
本年度は10月頃からを目途に旧管理棟の撤去などの周辺整備

工事等を予定しています。

第１頭首工左岸幹線用水路～乙見江支線用水路

第１頭首工左岸幹線用水路については、本年度9月以降の非か
んがい期より補修工事の実施を予定しています。

乙見江支線用水路についても、これまでの工事で残った工事箇
所（落差工など）の改修を行う計画です。

松岡ため池

平成29年3月より、ため池本体の工事行うための進入路の設置
工事を実施しております。
ため池本体の工事は、平成29年6月に契約を行い、8月頃より掘

削工事の開始を予定しています。



月岡

新発田駅

新発田市
役所

五十公野公園

加治川
姫田川

7

西新発田
駅

290

460

290

太田川

新発田市
街地

460

加治川第１頭首工

加治川第１頭首工
右岸幹線用水路

加治川第１頭首工
左岸幹線用水路

乙見江支線用水路

佐々木江支線
用水路

新発田江支線
用水路

第１頭首工左岸幹線用水路関係工事のため

非かんがい期以降の農業用水の通水を停止します。
お知らせ

現在実施中の加治川第１頭首工左岸幹線用水路の改修工事に関し、下記のとおり、水路の補修・長寿命化にか

かる作業のため断水にご協力いただきますようお願い申し上げます。

用水路を今後とも利用し続けるために必要な作業となりますので、何卒皆様方のご理解とご協力を賜りますよう、

宜しくお願い申し上げます。

記

1. 期 間 平成２９年９月中旬 ～ ３月下旬

2. 通水停止予定水路

加治川第１頭首工右岸幹線用水路、左岸幹線用水路、新発田江支線用水路、佐々木江支線用水路、乙見江支

線用水路及びこれらに接続する農業用用水路

※ 用水の通水再開に際し、予告は致しませんので、予めご了承願います。

冬期間の農業用水路の通水停止を行う範囲
※イメージとなりますので、詳細は土地改良区等へご確認ください。

A ：農業用水は河川管理者より許可を受けて取水して

います。

非かんがい期に農業用水路を流れる水は、水路等の管

理のための取水として許可を受けており、それ以外の目

的での使用は本来行うことができない点につき、ご理解く

ださい。

また、工事期間中に通水を行う場合、仮設費用などで数

億円規模での費用の増が生じてしまい、最終的には、農

業者の皆様など事業の費用負担者がこの費用を負担す

ることになります。

用水路を今後とも末永く使い続けていくための大切な工

事となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

Q ： 通水を止められると消雪などに不便になる。通水

の停止は取り止めてもらえないでしょうか。

A ： 冬期間、農業用水路に水が流れないことになりま

す。 消化栓は別途整備されているかとは存じますが、火

の扱いにはご注意ください。

また、冬期間の除雪に関しご配慮いただきますようお願

いいたします。

Q ： 通水停止によって、何か気をつけることはありま

すか。



事業所案内

【 アクセス 】
●日本海東北自動車道 聖籠新発田ＩＣより５分

●ＪＲ新発田駅より、新潟交通バスで駅前通り発「中央高校
前」下車。所用時間約２５分。
●ＪＲ佐々木駅より、徒歩約２０分。

国営加治川用水土地改良事業地区受益範囲 太線：国営事業計画路線（※地図は縦横比等変更しております。）


